
 

 

 

 

令和７年１１月定例会 

 

議 案 参 考 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久喜市教育委員会 

 

 



資 料 目 次 

 

 

（議案第４９号） 

 久喜市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部改正に 

伴う新旧対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

（議案第５０号） 

 久喜市立小・中学校管理規則の一部改正に伴う新旧対照表・・・・・ ２ 

 

（議案第５１号） 

 久喜市立小・中学校職員服務規程の一部改正に伴う新旧対 

照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 

 



久
喜
市
入

学
準
備

金
・
奨

学
金
貸

付
条
例

施
行
規

則
の
一

部
改
正

に
伴

う
新

旧
対

照
表
 

一
部

を
改

正
す

る
規
則
（

案
）

 
現

行
規

則
（

旧
）
 

(
申
請

手
続

) 
(
申
請

手
続

) 

第
3条

 
略
 

第
3条

 
略
 

2
 
入

学
準
備

金
の

貸
付

申
請

期
間

は
、

1月
1
0日

か
ら

3
月
1
0日

ま
で

 と
す

る
。
た

だ
し
、
必

要
が

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、
そ

の
期
間

を
変
更

す
る

こ
と
が

で
き
る

。 

2
 
入

学
準
備

金
の
貸

付
申

請
期

間
は

、
1
2月

1日
か

ら
同

月
20

日
ま

で
と

す
る

。
た

だ
し
、
必
要

が
あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、
そ

の
期

間
を

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

。 

(
申
請

手
続

) 
(
申
請

手
続

) 

第
1
1条

 
略
 

第
1
1条

 
略
 

 
2
 
奨

学
金
の

貸
付
申

請
期

間
は

、
1
2月

1日
か

ら
同

月
2
0日

ま
で

と
す

る
。
た

だ
し

、

必
要
が
あ

る
と
認

め
た

と
き

は
、

そ
の

期
間

を
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

 
(
貸
付

け
) 

第
1
3条

 
奨
学
金

は
、
毎

年
4月

末
日

ま
で

に
1年

分
を

一
括

し
て

貸
し

付
け

る
。
 

(
在
学

証
明

書
等

の
提

出
) 

(
在
学

証
明
書

等
の
提

出
) 

第
1
3条

 
略
 

第
1
4条

 
略
 

(
貸
付

け
) 

第
1
4条

 
教

育
委

員
会

は
、

奨
学

生
か

ら
第
1
2条

各
号
に

規
定
す

る
書
類

の
提
出

が

あ
っ
た
と

き
は

、
貸

付
け

す
る

こ
と

を
決

定
し
た

日
の
属

す
る
月

か
ら
起

算
し
て

当
該
年
度

の
3
月

ま
で

の
奨

学
金

を
一

括
し
て
貸

し
付
け

る
も
の

と
す
る

。
 

2
 
教

育
委
員

会
は

、
前

項
に

規
定

す
る

奨
学
金

を
受
け

た
奨
学

生
か
ら

前
条
第

1項

に
規
定
す

る
在

学
証

明
書

の
提

出
が

あ
っ

た
と
き

は
、
当

該
提
出

の
あ
っ

た
日
の

属
す
る
年

度
分

の
奨

学
金

を
一

括
し

て
貸

し
付
け

る
も
の

と
す
る

。
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久
喜
市
立

小
・
中

学
校
管

理
規
則

の
一
部

改
正
に

伴
う
新

旧
対

照
表

 

一
部

を
改

正
す

る
規
則
（

案
）

 
現

行
規

則
（

旧
）
 

(
勤
務

時
間

の
割

振
り

等
) 

(
勤
務

時
間
の

割
振
り

等
) 

第
3
1条

 
職

員
の

学
校

職
員

の
勤

務
時

間
、

休
暇

等
に
関

す
る
条

例
(
平
成

7年
埼

玉

県
条
例
第

2
8号

。
以

下
「

県
条

例
」

と
い

う
。

)第
4条

及
び
第

5
条
第

1項
の
規
定

に
基
づ
く

週
休

日
、

週
休

日
の

ほ
か

に
設

け
る
勤

務
時
間

を
割
り

振
ら
な

い
日

及

び
勤
務
時

間
の

割
振

り
は

、
学

校
運

営
の

必
要
に

応
じ
て

校
長
が

定
め
る

。
 

第
3
1条

 
職
員
の

週
休

日
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
 

 
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 及

び
勤
務
時

間
の
割

振
り

は
、

学
校

運
営

の
必

要
に

応
じ

て
校

長
が

定
め

る
。
 

2
 
県

条
例
第

6条
第
1
項
(
同

条
第

2項
に

お
い

て
読
み

替
え
て
準

用
す
る

場
合
を

含

む
。
)
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  

の
規
定

に
基
づ

く
週
休

日
又
は

週
休
日

の
ほ
か
に

設
け

る
勤

務
時

間
を

割
り

振
ら

な
い
日

の
振
替

及
び

4
時
間

勤
務
時

間

の
割
振
り

変
更

は
、

校
長

が
行

う
。
 

2
 
学

校
職
員

の
勤
務

時
間

、
休

暇
等

に
関

す
る

条
例

(平
成

7年
埼

玉
県

条
例

第
2
8

号
。
以
下

「
県
条

例
」

と
い

う
。

)第
6条

の
規

定
に

基
づ

く
週

休
日
 
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  

の
振

替
及

び
4
時

間
勤

務
時

間
 

の
割
振
り

変
更
は

、
校

長
が

行
う

。
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久
喜
市
立

小
・
中

学
校
職

員
服
務

規
程

の
一
部
改

正
に
伴

う
新
旧

対
照

表
 

一
部

を
改

正
す

る
訓
令
（

案
）

 
現

行
訓

令
（

旧
）
 

(
休
暇

) 
(
休
暇

) 

第
1
0条

 
略
 

第
1
0条

 
略
 

2
～

4 
略
 

2
～

4 
略

 

5
 
職

員
が
、
次

に
掲

げ
る

病
気

休
暇

の
承

認
を

受
け
よ

う
と
す

る
と
き

は
、
前
項

の

規
定
に
よ

る
願

出
の

際
、

医
師

の
証

明
書

そ
の
他

勤
務
し

な
い
事

由
を
十

分
に
明

ら
か
に
す

る
証

明
書

類
を

添
え

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

5
 
職

員
が
、
次

に
掲
げ

る
病

気
休

暇
の

承
認

を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
、
前

項
の

規
定
に
よ

る
願
出

の
際

、
医

師
の

証
明

書
そ

の
他

勤
務

し
な

い
事

由
を

十
分

に
明

ら
か
に
す

る
証
明

書
類

を
添

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

(
1
) 

連
続

す
る
8
日

以
上

の
期

間
の

病
気

休
暇

(当
該

期
間
に
お

け
る
週

休
日

、
週

休
日
の

ほ
か

に
設

け
る

勤
務

時
間

を
割
り

振
ら
な

い
日
、

時
間
外

勤
務
代

休
時

間
全
指

定
日
(
県

勤
務

時
間

等
規

則
第

10
条
第

1項
に

規
定
す
る

時
間
外

勤
務
代

休
時
間

全
指

定
日

を
い

う
。
)、

職
員

の
休

日
及
び

職
員
の

休
日

の
代
休

日
以
外

の
日
(
以

下
こ

の
項

に
お

い
て
「

要
勤

務
日
」
と
い
う

。
)の

日
数
が

3日
以

下
で

あ
る
も

の
を

除
く

。
) 

(
1
) 

連
続
す

る
8
日

以
上

の
期

間
の

病
気

休
暇

(当
該

期
間

に
お

け
る

週
休

日
  
 

 
 
 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 、

時
間

外
勤

務
代

休
時

間
全
指
定

日
(
県
勤

務
時

間
等

規
則

第
10
条

第
1項

に
規

定
す

る
時

間
外

勤
務

代

休
時
間
全

指
定
日

を
い

う
。
)、

職
員

の
休

日
及

び
職

員
の

休
日

の
代

休
日

以
外

の
日

(
以
下
こ

の
項

に
お

い
て
「

要
勤

務
日

」
と

い
う

。
)の

日
数

が
3日

以
下

で

あ
る
も
の

を
除
く

。
) 

(
2
) 

略
 

(
2
) 

略
 

6
～

11
 
略
 

6
～

11
 
略
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 様
式
第

6号
の

1の
2
(第

10
条

関
係

) 

 

 

        

様
式
第

6号
の

1の
2
(第

10
条

関
係

) 
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様
式
第

9号
(第

10
条

関
係

) 

 

 

          

様
式
第

9号
(第

10
条
関

係
) 

 

 

- 5 -



 

            

 

- 6 -
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様
式
第

9号
の

2
(第

10
条

関
係

) 

 

 

          

様
式
第

9号
の

2
(第

10
条

関
係

) 

 

 

- 8 -
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様
式
第

16
号
(
第
1
8条

関
係

) 

 

 

様
式
第

16
号
(
第
1
8条

関
係

) 
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